
ATS 応募情報連動機能利用申込書 (兼 利用契約書)     ver20260421 

 

株式会社クリエイト（以下甲という）と                （以下乙という）は、 

ATS 応募情報連動機能の利用に関し、以下の通り契約（以下、「本契約」という）を締結する。 

 

第１条 乙は甲に対し、次条に定める ATS 応募情報連動機能の利用を申し込み、甲はこれを承諾した。 

第２条 ATS 応募情報連動機能は以下サービスの総称とする。 

  ・ATS 連動機能(WebAPI) 

第３条 本契約に基づく ATS 応募情報連動機能の提供範囲は下記の通りとする。 

１ 甲が提供する求人サイトへの求人情報等の掲載に対し利用料金をお支払いいただいている期間、乙の掲載に対する応

募情報を乙へ提供する。 

２ 甲が提供する応募情報は、サービスごとに提供方法及び情報量が異なる仕様を乙は了承のうえ利用するものとする。 

  ・ATS 連動機能(WebAPI)：WebAPI より JSON 形式にて提供 

第４条 甲が定める ATS 応募情報連動機能利用規約を乙はいかなる理由においても遵守するものとします。 

１ ATS 応募情報連動機能利用規約は以下 URL に公開されている規約とし、乙がサービス利用時はいかなる状況にあっ

ても常に最新の規約を事前に確認し、遵守する。 

  ・ATS 応募情報連動機能利用規約 公開 URL ： https://admin.create-jobs.com/help/sponsor 

第５条 甲が乙の要望を受け、対応のために発生した業務を遂行する上で、別途費用を要した場合には、乙がこれを負担

するものとする。 

第６条 甲乙双方は、本契約の履行により知り得た相手方の営業上又は技術上の知識を第三者に漏洩してはならない。 

第７条 本契約の有効期間は締結日から 1 ヵ月とする。ただし、期間満了の 1 週間前までに甲又は乙の書面（電磁的記録

を含む）による終了の申し出がないとき(乙の申し出を甲が受領しなかった場合も含む)は自動的に 1 ヵ月更新され、以後

も同様とする。 

 

本契約締結の証として本契約書２通を作成し、甲乙各自署名捺印の上、各１通を保有する 

 

 

締結日：    年     月     日 

 

 

【甲】  

社名： 株式会社クリエイト 

 

担当者名：            （所属：                ） 

 

住所： 

 

サイン(又は印)： 

 

 

【乙】  

御社名：                                   

 

御住所：                                   

 

サイン(又は印)： 

 

 

御記入日：                                  

 

 

 



 

ATS 応募情報連動機能利用規約 (以下、「本規約」という)                  ver20260421 
第１章 総則 
第１条 株式会社クリエイト（以下、「当社」という）は、当社に対してATS応募情報連動機能（以下、「本サービス」といい、詳細は本規約第２章第１条(1)に定める）
の全部または一部の利用を申し込み、当社が本サービスの利用者として認めた者（以下、「契約者」という）に対して、本サービスを提供するものとします。 
第２条 契約者は、当社の承認を受けて、本サービスを利用する者（以下、「利用者」という）を定め、契約者自らおよびその利用者が本規約に定める義務の一切につ
いていかなる場合においても履行することを表明し、保証するものとします。 
第３条 当社は、本サービスの提供等に際して、その全部または一部について当社と契約する第三者に業務委託する場合があり、契約者および利用者（以下、「利用者
等」という）は、このことを予め承諾するものとします。 
第４条 利用者等は本規約の他に当社が本サービスに関する利用条件を別途提示した場合は該当利用条件にも従い本サービスを利用するものとします。 
第５条 当社は、利用者等の承諾を得ることなく本規約を変更することがあり、利用者等は、予めこれを承諾するものとします。但し、当社が重要な変更であるものと
判断した場合には、変更後の本規約は、当社が別途定める場合を除き、当社が利用者等に本規約の変更等についての通知したときより1ヵ月の周知期間を経過すること
をもってその効力を生じるものとします。 
第６条 当社は、前条における本規約の変更が生じた場合、本規約第１章第１２条に定める方法で契約者に通知・連絡いたします。 
第７条 当社はZIP、CSVデータ及びJSONデータに関する件を含め、本サービスに関する一切のサポートを行いません。 
第８条 本サービスが利用者の特定目的に適合すること、期待する機能を有すること、不具合を起こさないこと、期待する成果を実現すること、および利用結果を含め、
当社は何らの保証もいかなる責任も負いません。本サービスは利用者の責任において利用するものとします。 
第９条 当社は本サービスに関する一切のご意見ご要望を受け付けません。利用者等の利用にそぐわない場合、即時利用廃止とするものとします。契約者が利用停止を
希望する場合には、当社に問合せのうえ手続きを行なうものとします。 
第１０条 本サービスの各機能は、当社が容易に提供可能であると判断できる機能のみとします。 
第１１条 データは個人情報を含むため、厳重に管理を行ない、採用の目的の範囲内でのみ取り扱い、目的外の利用を行わないものとします。 
第１２条 当社指定のウェブサイト（https://admin.create-jobs.com/help/sponsor）に公開されている規約とし、利用者等が本サービス利用時はいかなる状況にあっ
ても常に最新の規約を事前に確認し、遵守するものとします。 
第２章 定義 
第１条 本契約において、用語の定義は以下のとおりとします。 
(1)「本サービス」とは、当社が利用者等に対して提供するATS応募情報連動機能（当社が提供するシステムを利用して、契約者での就業を希望する求職者（応募者）の
情報を提供するサービス）をいいます。 
(2)「本規約」とは、当該利用規約をいいます。 
(3)「利用者」とは、当社から本サービスの提供を受ける契約を締結した契約者と、雇用、請負、委任等の契約関係にある自然人であり、本サービスへのログインについ
て、契約者から承認を受けて、本サービスを利用する者をいいます。 
第３章 申込方法および利用契約の発生 
第１条 「ATS応募情報連動機能利用申込書（兼 利用契約書）」の取り交わしまたは本サービスの利用をもって本規約が締結されたものとします（事前に締結されて
いる場合・当社による誤送信の場合を除く)。 
第２条 契約者は、本サービスを利用することとなる全ての者に対して、本規約の内容をいかなる状況においても遵守させるものとします。以下のいずれかの事由に該
当する場合または該当するおそれがあると当社が判断する場合は、当社は、本サービスの当該契約者に対して本サービスの利用を拒否および当該利用者等の利用資格を
取り消すことができるものとします。 

(1)本規約に違反する行為を実際に行いまたは行うおそれがあると当社が
判断する場合。 
(2)当社に提供された届出事項の全部または一部につき虚偽、誤記または
記載漏れがあった場合。 
(3)過去に本サービスの利用資格を取り消されたことがある場合。 
(4)当社への必要書類の提出または質問への回答を拒んだ場合。 

(5)当社、他の利用者等もしくは利用者または第三者に損害を生じさせる
おそれのある目的または方法で本サービスを利用しようとする場合。 
(6)手段の如何を問わず、本サービスの運営を妨害した場合。 
(7)前各号の該当を免れる目的で別会社を利用して、本サービス利用の申
込みを試みたと推測される場合。 
(8)他、当社が本サービスの提供について適当ではないと判断した場合。 

第３条 前条の規定により、当社が、本サービスの利用を申請した者に対して利用を拒否した場合に本サービスの利用を申請した者に生じる不利益について、当社は
一切の責任を負わず、本サービスの利用を申請した者に対して利用を拒否する理由をいかなる場合においても説明する義務を負わないものとします。 
第４章 通知方法 
第１条 利用者等は、当社が本サービスの適切な運営のために必要と判断した場合、次条に定める方法により当社からの通知または連絡を受け取ることを予め了承す
るものとします。 
第２条 当社から利用者等に対する通知・連絡は、本規約に特に定めない限り、サービスサイトの画面上での情報更新をもって行うものとします。ただし、利用者等
が本サービスで使用する電子メールアドレス宛に、電子メールを送信する方法により行う場合もあります。 
第３条 当社がサービス画面への掲載により利用者等に通知・連絡等を行う場合は、当該通知・連絡等を掲載の時点（電子メールによる通知・連絡等の場合は、当社
が利用者等に当該通知・連絡等を発信した時点）で、効力を生じるものとします。 
第４条 当社が利用者等に対して前条記載の方法により通知・連絡した場合、当社からの通知・連絡が利用者等に到達しなかったとしても、当該不到達に起因して発
生した損害について、いかなる場合においても当社および当社の委託先は一切責任を負わないものとします。 
第５章 契約内容（届出内容）の変更 
第１条 契約者は、本サービスの利用契約の申込時に当社に届け出た商号、屋号、氏名または住所に変更があった場合は、変更があった日から30日以内に当社規定の
書類を当社へ提出し届け出るものとします。 
第２条 契約者が合併、事業譲渡による地位の承継（以下、「承継等」という）があった場合、発生から30日以内に書面にて当社に届け出るものとします。 
第３条 利用者等は、本サービスの通知先メールアドレスに変更が生じた場合（受信不能となった場合を含む。）、速やかに当社に届け出るものとします。 
第４条 利用者等が前３条に定める変更通知を怠ったこと…利用者等に発生した損害について、いかなる場合においても当社は一切の責任を負わないものとします。 
第６章 本サービスの利用停止または廃止等 
第１条 当社は、本サービスを提供するために必要な設備、機器、システム等の保守と工事を定期的にまたは緊急に行う場合、利用者等に事前に連絡することなく、
一時的に本サービスの全部または一部の利用を中断または一時停止することがあり、利用者等は予めこれを承諾するものとします。 
第２条 当社は、理由の如何を問わず、契約者へ１ヵ月の予告期間をもって本サービス全体の提供を、長期的な中断・停止、または終了することができるものとしま
す 。ただし、天災・非常事態においてはこの限りではなく、予告なく長期的な中断・停止、または終了することができるものとします 。また、当社は本条に基づく
本サービスの長期的な中断・停止、または終了により、利用者等に発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。 
第３条 当社は、以下のいずれかに該当する場合、利用者等に事前に連絡することなく、本サービスの利用を停止することがあり、利用者等は予めこれを承諾するも
のとします。また、当社は本条に基づく本サービスの利用停止により利用者等に発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。 

(1)本サービスを提供するために必要な設備、機器、システム等の全部また
は一部が滅失または復旧困難な程度に破損した場合。 
(2)電気通信事業者が提供する電気通信サービスの提供が中止、休止、停止
または制限された場合。 
(3)火災、停電、事故等により本サービスの提供ができなくなった場合。 
(4)地震、水害等、天災により本サービスの提供ができなくなった場合。 

(5)戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等により本サービスの提供ができな
くなった場合。 
(6)予想外の技術的問題が生じた場合。 
(7)その他、運用上、技術上または営業上、当社がやむを得ないと判断した
場合。 
(8)前各号の他、利用者等が本規約の規定に違反した場合。 

第７章 利用者等の責任と損害賠償 
第１条 利用者等は、本サービスによって取得した情報（以下、「個人情報」という）を、本規約第１章第１１条に定める目的遂行のために必要な範囲を超えて個人情
報を複製してはならないものとする。 
第２条 利用者等は個人情報を当社以外の第三者（以下、「再委託先」という）に委託する場合には、適切な監督を行ない、再委託先の行為により当社に損害が発生し
た場合、利用者等は当社に対して、当該再委託先と連帯して損害を賠償するものとします。 
第３条 利用者等は、自己の責に帰すべき事由により、個人情報の不正使用、遺漏等の事故を発生させた場合、速やかに当社に報告するものとする。この場合、当社
に発生した苦情処理・賠償等の対応のために支出した費用は、契約者が負担する。 
第８章 免責 
第１条 本サービスの利用（送信処理開始または応募者管理画面への接続を含みますがこれに限られません）に伴い、情報漏洩、使用上過誤、第三者による不正使
用、不正アクセス等により利用者等に損害が生じた場合であっても、当社の故意または重大な過失による場合を除き、当社は一切の責任を負わないものとします。 
第２条 本サービス(稼働、終了等含む)によって直接または間接的に生じた、利用者等または第三者の損失や損害について、その内容、態様の如何に係わらず、当社
は当該利用者等または同第三者に対していかなる場合においても一切の損害の責任を負わないものとします。 
第３条 契約者は、前条に基づき本サービスの利用が停止された場合であっても、当社が提供するサービス利用料金の支払義務を免れないものとします。また、当社
は本条に基づく本サービスの利用停止により契約者に発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。 
第４条 本サービスの利用環境は、利用者自身が自己負担にて用意するものとし、推奨環境以外での利用や、推奨環境に基づいた利用の場合でも回線環境やセキュリ
ティ環境、その他機器およびプログラムの設定によっては、利用できないもしくは正しく表示されない場合があることを契約者はあらかじめ認めることとします。 
附 則 （施 行） 
・本規程は、2016年11月15日から施行するものとします。 
・本規程は、2019年1月30日から改訂施行します。 
・本規程は、2020年7月17日から改訂施行します。 
・本規程は、2022年12月19日から改訂施行します。 

・本規程は、2026年4月21日から改訂施行します。 
 


